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●
第
一
回
式
年
遷
宮（
６
９
０
）

●
第
55
回
式
年
遷
宮
／
明
治
２
年（
１
８
６
９
）

●
第
56
回
式
年
遷
宮
／
明
治
22
年（
１
８
８
９
）

●
第
57
回
式
年
遷
宮
／
明
治
42
年（
１
９
０
９
）

●
第
58
回
式
年
遷
宮
／
昭
和
４
年（
１
９
２
９
）

●
第
59
回
式
年
遷
宮
／
昭
和
28
年（
１
９
５
３
）

●
第
60
回
式
年
遷
宮
／
昭
和
48
年（
１
９
７
３
）

●
第
61
回
式
年
遷
宮
／
平
成
５
年（
１
９
９
３
）

●
第
62
回
式
年
遷
宮
／
平
成
25
年（
２
０
１
３
）

●
第
63
回
式
年
遷
宮（
予
定
）／
令
和
15
年（
２
０
３
３
）

（20年） （20年） （20年） （20年） （20年） （20年） （20年）（24年）

●
宇
治
郷
村
人
に
よ
る
奉
曳
が

　
文
献
に
記
載（
１
４
５
３
）

●…………●
●………………………

●御師制度の廃止／明治４年（1871）

▲第47回
　御遷宮（1709）より
　御杣山が美濃・信濃国に変更

◆
一
日
神
領
民
制
度
は
じ
ま
る（
昭
和
41
年
１
９
６
６
）

◆
第
一
回
初
穂
曳（
昭
和
47
年 

１
９
７
２
）

◆
を
み
な
の
祭（
平
成
８
年 

１
９
９
６
）

◆
第
一
回
神
嘗
奉
祝
祭（
平
成
13
年 

２
０
０
１
）

年表の見方／江戸時代以前（約1200年）の目盛りは200年刻み、明治以降（150年）の目盛りは25年刻みとして、明治維新頃を表の中央に配置

●
お
木
曳

●
お
木
曳（
３
年
次
）　

●
お
木
曳

●
お
木
曳
　
　
　

●
お
木
曳
　

●
お
木
曳
　

●
お
木
曳
（
予
定
）

…………………………………………………………………

●…………………………………………………●●…………………………………………………●

●
お
木
曳
　

………………………………………………

●
奉
曳
の
歴
史

▲
御
杣
山
の
歴
史

◆

●
お
木
曳

第二次世界大戦敗戦の
混乱により４年の遅れ

おかげ参り（発生した年）
慶安 3年（1650） 　
宝永 2年（1705） 　
明和 8年（1771） 　
文政13年（1830） 　
明治23年（1890）

お木曳が
祭りとして定着
　　（江戸時代）

内宮御遷宮断絶
（123年間）
1462～1585

●…………●

外宮御遷宮断絶
（129年間）
1434～1563

第42回（1609）より
毎回20年毎に実施

第41回御遷宮
以降、外宮と内宮
同じ年に遷宮を
実施

以降現在の
奉曳ルートと
なった

●第二次世界大戦
　（昭和14～20年）1939～1945

●第一次世界大戦
　（大正３年）1914日清戦争（明治27年）1894●

日露戦争（明治37年）1904●

宇治と山田の戦い（1486）●
応仁の乱（1467～1477）●

南北朝時代（1336～1392）●

●古事記編纂（712）
●日本書紀編纂（720）

▲御杣山を
　志摩国 答志郡へ
　はじめて 移動（1019）

●ご造営の歴史
律令制国家の時代は
近隣諸国より役夫（やくぶ）が
集められ、工事に携わった

律令制崩壊後は、役夫に代わり
役夫工米（やくぶくまい）を徴収し
遷宮の費用に充てるように
　　　　　　　　　　（鎌倉時代）

役夫工米による造営が困難となり、
神領民に「神忠」の意識が芽生え、
夫役（ふえき）というより積極的な
奉仕へと変化　　　　（室町時代）

江戸時代
おかげ参りがブームとなり
木遣り唄が伊勢音頭へと変化し
全国に広がる

地元の民が
伊勢に到着したご用材を
神宮に運ぶことが慣例と
なり、行事化した

明治維新後は、国家神道として
神宮は国（政府）の管理となり
国費で御遷宮が行われた
（労役奉仕は不要になったが
地元からの請願でお木曳は
実施されることになる）

敗戦に伴い制度が改正され
現在の御遷宮の様式が確立される

▲その後も宮川上流や
　三河国などへ移動

伊勢のごせんぐう令和元年8月4日発行【第9号】

日
本
の
歴
史
の
中
に
み
る

神
宮
と
共
に
あ
る
伊
勢
の
民

遷
宮
と
伊
勢
の
民
俗
行
事 

お
木
曳
の
変
遷　

年
表

　

神
武
天
皇
か
ら
は
じ
ま
り
１
２
６
代
の
新

天
皇
陛
下
に
続
く
国
の
歴
史
。現
代
ま
で
続

け
ら
れ
て
き
た
神
宮
の
御
遷
宮
、第
一
回
は

６
９
０
年
持
統
天
皇
の
御
代
で
あ
っ
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
。７
０
１
年
に
は
大
宝
律
令
が
完
成

し
律
令
国
家
へ
…
そ
ん
な
時
代
で
す
。律
令

制
度
の
下
で
は
国
の
直
轄
で
ご
造
営
の
た
め
の

役
夫
が
集
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、10
世
紀
以

後
は
全
国
か
ら
ご
造
営
資
金
と
い
え
る「
役

夫
工
米
」が
集
め
ら
れ
御
遷
宮
が
実
施
さ
れ

ま
し
た
。そ
ん
な
中
で
地
元
で
は
神
領
民
と

し
て
労
役
で
ご
奉
仕
に
あ
た
る
こ
と
と
な
り
、

そ
れ
が
慣
例
と
な
っ
た
の
が「
お
木
曳
」「
お
白

石
持
」の
は
じ
ま
り
で
す
。

　

戦
国
の
世
に
御
遷
宮
が
中
断
し
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
が
江
戸
時
代
に
は
20
年
毎
の

式
年
遷
宮
が
定
着
し
て
い
き
、そ
れ
か
ら
約

４
０
０
年
間
、平
成
25
年
の
御
遷
宮
は
第
62

回
と
し
て
そ
の
歴
史
が
つ
な
が
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
年
表
の
上
で
た
ど
っ
て
み
る
と
、

御
遷
宮
同
様
、民
俗
行
事
と
し
て
も「
20
年

前
を
踏
襲
」す
る
だ
け
で
は
な
い
こ
と
は
あ
き

ら
か
で
、様
々
な
時
代
背
景
に
知
恵
や
力
を
あ

わ
せ
な
が
ら
伝
統
を
継
承
さ
れ
て
き
た
先
達

の
苦
労
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

神
宮
へ
の
ご
奉
仕
と
し
て
、５
０
０
年
以
上
前
か
ら
継
続
さ
れ
て
い
る「
お

木
曳
」。お
宮
の
ご
造
営
に
使
用
す
る
ご
用
材
を
そ
り（
川
曳
）や
奉
曳
車（
陸

曳
）に
載
せ
て
曳
き
運
び
ま
す
。明
治
以
降
は
実
質
的
な
労
役
奉
仕
で
は
な

く
、神
宮
と
と
も
に
生
き
る
伊
勢
の
旧
神
領
民
の
奉
仕
の
心
を
伝
え
る「
遷

宮
に
伴
う
民
俗
行
事
」と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
～
昭
和（
戦
前
）の
時
代
、ご
用
材
は
木
曽
の
御
杣
山（
み
そ
ま
や
ま

＝
ご
用
材
の
た
め
に
決
め
ら
れ
た
山
の
こ
と
）か
ら
伐
り
出
さ
れ
、木
曽
川
を

下
り
桑
名
へ
、そ
し
て
伊
勢
湾
海
上
を
渡
り
、伊
勢
大
湊
の
貯
木
場
に
搬
入

さ
れ
ま
し
た
。こ
こ
で
両
宮
の
用
材
が
分
け
ら
れ
、内
宮
の
ご
用
材
は
五
十
鈴

川
を
、外
宮
の
ご
用
材
は
宮
川
を
溯
り
、そ
れ
ぞ
れ
の
神
宮
工
作
所
ま
で
運

ば
れ
ま
し
た
。お
木
曳
の
川
曳
、陸
曳
そ
れ
ぞ
れ
の
奉
曳
コ
ー
ス
は
そ
ん
な
歴

史
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。

　

大
湊
町
の
人
た
ち
は
大
切
な
木
を
預
か
る
と
い
う
重
要
な
役
割
の
歴
史

が
あ
り
、現
在
で
も
内
宮
領・川
曳
、外
宮
領・陸
曳
の
両
方
で
お
木
曳
を
行

う
唯
一の
地
域
。特
別
な
ご
用
材
で
あ
る
内
宮
棟
持
柱
を
載
せ
る
大
き
な
奉

曳
車
を
持
つ
伝
統
あ
る
奉
曳
団
で
す
。戦
後
、陸
路
運
送
と
な
り
貯
木
場
は

埋
め
立
て
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、今
も
大
湊
貯
木
場
跡
に
は
記
念
の
石

碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

伊
勢
の
伝
統
文
化
を
伝
え
る

　
　
伊
勢
の
民
俗
行
事　

お
木き

曳ひ

き

昔の
一枚

５
０
０
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る
伝
統
行
事「
お
木
曳
」。

神
宮
に
ご
用
材
を
運
び
入
れ
る
労
役
を
起
源
と
す
る
伊
勢
な
ら
で
は
の
特
別
な
民
俗
行
事
で
す
。

大
正
の
お
木
曳　

川
曳・陸
曳

大湊奉曳団の陸曳（大正時代）

五十鈴川の河原から神域内へとご用材を運ぶ川曳（大正時代）

「伊勢 神話への旅」ホームページ
http://www.isesengu.jp

「大神宮御造宮御木曳図」（伊勢市所蔵　宇治山田市史資料図版より）


